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国連海洋法条約における「軍事調査」の位置
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国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
「
軍
事
調
査
」
の
位
置

─
─
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
の
関
係
─
─

和　

 

仁　

 

健　

太　

郎

は
じ
め
に

一　
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
「
軍
事
調
査
」
の
一
応
の
概
念
規
定

　

1　
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」

　

2　
「
軍
事
調
査
」

二　

海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
と
の
関
係

　

1　

学
説
の
状
況

　

2　

条
約
条
文

　

3　

国
家
実
行

　

4　

海
洋
の
科
学
的
調
査
関
連
規
定
の
趣
旨
・
目
的

お
わ
り
には

じ
め
に

　

国
連
海
洋
法
条
約
（
以
下
「
海
洋
法
条
約
」）
に
よ
れ
ば
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
（m

arine scientific research

）」
は
、
領
海

（
1
）
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で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
沿
岸
国
の
「
主
権
」
に
服
し
、
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
「
Ｅ
Ｅ
Ｚ
」）
お
よ
び
大
陸
棚
で
行
わ
れ
る
場
合
に

は
沿
岸
国
の
「
管
轄
権
」
に
服
す
る
。
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
有
す
る
「
主
権
」
ま
た
は
「
管
轄
権
」
を
構
成
す
る

諸
権
限
の
内
容
は
同
条
約
第
一
三
部
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
諸
権
限
の
中
心
を
な
す
の
が
、
調
査
実
施
に
対
す
る
同
意
付
与

権
限
で
あ
る
。
こ
の
同
意
付
与
権
限
は
、
領
海
に
お
い
て
絶
対
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
お
よ
び
大
陸
棚
に
お
い
て
は
絶
対
的
で

は
な
く
、
沿
岸
国
が
同
意
付
与
を
拒
否
で
き
る
場
合
は
一
定
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

海
洋
の
科
学
的
調
査
以
外
の
事
項
に
も
沿
岸
国
の
主
権
が
包
括
的
に
及
ぶ
領
海
と
異
な
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
に
お
い
て
は
、
沿
岸

国
の
主
権
的
権
利
ま
た
は
管
轄
権
の
及
ぶ
事
項
が
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
沿
岸
国
の
管
轄
権
が
及
ぶ
事
項
の
一
つ
で
あ
る
「
海
洋

の
科
学
的
調
査
」
と
は
何
か
、
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
海
洋
法
条
約
に
は
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
の
定
義
規
定
が
存

在
し
な
い
た
め
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
し
て
沿
岸
国
の
管
轄
権
に
服
す
る
か
否
か
が
明
ら
か
で
な
い
活
動
が
い
く
つ
か
存
在
す

る
。
例
え
ば
、
水
路
測
量
（hydrographic survey

）、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
海
洋
学
（operational oceanography

）、
海
洋
考
古

学
（m

arine archaeology

）、
軍
事
調
査
（m

ilitary survey

）
と
い
っ
た
諸
活
動
が
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
る

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
諸
活
動
の
う
ち
、
本
稿
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
お
よ
び
大
陸
棚
に
お
け
る
「
軍
事
調
査
」
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
検
討
対
象

を
Ｅ
Ｅ
Ｚ
お
よ
び
大
陸
棚
で
行
わ
れ
る
も
の
に
限
定
す
る
の
は
、
領
海
や
公
海
に
お
い
て
は
、「
軍
事
調
査
」
が
「
海
洋
の
科
学
的
調

査
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
規
律
の
内
容
が
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
く
る
訳
で
は
な
く
、
法
的
に
問
題
が
あ
る
の
は
主
に
Ｅ
Ｅ
Ｚ

ま
た
は
大
陸
棚
で
行
わ
れ
る
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
「
軍
事
調
査
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い
う
見
解
と
、
含
ま
れ
な
い
と
い
う
見

解
と
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、「
軍
事
調
査
」
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
ま
た
は
大
陸
棚
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
海
洋
の
科

（
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学
的
調
査
に
関
す
る
海
洋
法
条
約
の
諸
規
定
に
基
づ
き
沿
岸
国
の
管
轄
権
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
後
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

Ｅ
Ｅ
Ｚ
ま
た
は
大
陸
棚
の
沿
岸
国
は
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
海
洋
法
条
約
の
諸
規
定
を
根
拠
に
し
て
「
軍
事
調
査
」
を
管
轄

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
見
解
か
ら
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
に
お
け
る
「
軍
事
調
査
」
が
自
由
で
あ
る
と

い
う
結
論
が
直
ち
に
出
て
く
る
訳
で
は
な
い
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
軍
事
調
査
」
が
海
洋
法
条
約
第
五
六
条
に
よ
り
沿
岸
国

に
付
与
さ
れ
た
管
轄
権
の
範
囲
外
の
事
項
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
第
五
八
条
一
項
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
国
に
認
め
ら
れ
た
「
第
八
七
条

に
定
め
る
航
行
及
び
上
空
飛
行
の
自
由
並
び
に
海
底
電
線
及
び
海
底
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
敷
設
の
自
由
並
び
に
こ
れ
ら
の
自
由
に
関
連
し

及
び
こ
の
条
約
の
そ
の
他
の
規
定
と
両
立
す
る
そ
の
他
の
国
際
的
に
適
法
な
海
洋
の
利
用
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、
も
し

そ
れ
に
該
当
し
な
い
場
合
─
─
つ
ま
り
第
五
六
条
に
も
第
五
八
条
に
も
該
当
し
な
い
活
動
で
あ
る
場
合
─
─
に
「
軍
事
調
査
」
が
い
か

な
る
規
律
を
受
け
る
の
か
は
、
別
途
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
（
さ
ら
に
、
第
五
八
条
や
第
五
九
条
に
相
当
す

る
規
定
が
な
い
大
陸
棚
に
つ
い
て
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
も
生
ず
る
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
す
べ
て
を
本
稿

で
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
、「
軍
事
調
査
」
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
に
絞
っ
て
、
ま
ず
は
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
言
及
す
る
条
文
番
号
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
海

洋
法
条
約
の
も
の
で
あ
る
。

一　

「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
「
軍
事
調
査
」
の
一
応
の
概
念
規
定

　
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
「
軍
事
調
査
」
の
概
念
お
よ
び
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
本
稿
の
目
的
そ
の
も
の
で
あ

り
、
検
討
に
先
立
っ
て
あ
ら
か
じ
め
厳
密
な
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
の
検
討
対
象
を
特
定
す
る
た
め
、
こ

こ
で
一
応
の
概
念
規
定
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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1　
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」

　

前
述
の
通
り
、
海
洋
法
条
約
に
は
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
の
定
義
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
の

正
確
な
範
囲
は
、
直
ち
に
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、「
文
脈
に
よ
り
…
…
与
え
ら
れ
る
用
語
の
通
常
の
意
味
」
か
ら
考
え
て
、

同
概
念
の
あ
る
程
度
の
輪
郭
を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　

第
一
に
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
は
、
調
査
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
が
「
調
査
」
に
含
ま
れ
る
の
か

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
調
査
計
画
に
よ
り
「
デ
ー
タ
及
び
試
料
」
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
第
二
四
九
条
一
項
ｃ
号

や
ｄ
号
か
ら
考
え
て
、
少
な
く
と
も
、
デ
ー
タ
や
試
料
の
収
集
が
「
調
査
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
は
、
海
洋
環
境
（m

arine environm
ent

）
を
対
象
と
す
る
調
査
活
動
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

「
科
学
的
調
査
」
の
前
に
「
海
洋
の
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
海
洋
（
海
面
、
海

中
、
海
底
と
そ
の
下
、
お
よ
び
海
面
付
近
の
大
気
）
の
物
理
的
、
化
学
的
、
生
物
学
的
ま
た
は
地
学
的
特
性
（
例
え
ば
、
水
温
、
塩
分
、

密
度
、
酸
素
含
有
量
な
ど
）
に
関
す
る
調
査
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
逆
に
、
例
え
ば
海
上
の
船
舶
か
ら
行
う
天
体
観
測
や
、
人
工
衛
星

に
よ
り
海
上
の
無
人
船
舶
を
操
縦
す
る
実
験
な
ど
は
、
海
洋
環
境
を
対
象
と
す
る
調
査
で
は
な
い
の
で
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に

は
該
当
し
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

第
三
に
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
海
洋
環
境
を
対
象
と
す
る
調
査
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、「
科
学

的
」
な
調
査
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
ウ
ェ
ー
ゲ
ラ
イ
ン
（Florian H

. T
h. W

egelein

）
に
よ
れ
ば
、
科
学
と
は
、
自
然
界
（
生
物
を

含
む
）
の
現
象
や
行
動
を
説
明
し
ま
た
は
理
解
す
る
目
的
の
た
め
、
一
定
の
仮
説
を
実
験
ま
た
は
観
察
に
よ
り
検
証
し
、
結
論
を
導
き

出
す
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
海
洋
環
境
に
関
す
る
デ
ー
タ
や
試
料
を
収
集
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
や
試
料
を

科
学
的
な
方
法
に
よ
り
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
単
に
私
的
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
目
的
で
収
集
し
て
い
る
場

（
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）

（
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）
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合
に
は
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
は
当
た
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
海
洋
環
境
を
対
象
と
す
る
科
学
的
な
調
査
活
動
で
あ
る
こ
と
が

最
低
限
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
海
洋
環
境
を
対
象
と
す
る
科
学
的
な
調
査
活
動
の
す
べ
て
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
で
あ
る
訳
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
海
洋
法
条
約
の
構
造
上
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
「
天
然
資
源
の
探
査
」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
探
査
」
も
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
も
海
洋
環
境
に
関
す
る
科
学
的
な
方
法
に
よ
る
調
査
活

動
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、「
探
査
」
と
「
科
学
的
調
査
」
の
違
い
は
、
前
者
が
天
然
資
源
の
開
発
に
着
手
す
る
前
提
と
し
て

行
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
動
機
な
い
し
目
的
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
海
洋
環
境
に
関
す
る
科
学
的
な
調
査
活
動
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
動
機
や
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
の
使
用
目
的
に
よ
っ
て
は
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
が
あ

り
得
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

2　
「
軍
事
調
査
」

　

海
軍
が
海
洋
に
お
い
て
軍
事
的
活
動
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
海
洋
に
関
す
る
様
々
な
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
海
洋
の

状
況
を
十
分
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
海
中
に
お
け
る
音
響
の
伝
わ
り
方
は
、
水
温
、
水
圧
、
塩
分
、
密
度
、

海
流
・
潮
流
等
に
よ
っ
て
変
化
し
、
そ
れ
ら
は
海
域
ご
と
に
異
な
る
の
で
、
敵
潜
水
艦
の
ソ
ナ
ー
探
知
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の

デ
ー
タ
を
入
手
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
潜
水
艦
の
配
備
と
航
行
の
た
め
に
は
、
海
底
地
形
や
海
流
・
潮
流
に
関
す

る
デ
ー
タ
が
必
要
で
あ
り
、
機
雷
の
敷
設
に
適
し
た
場
所
を
特
定
す
る
た
め
に
も
、
海
底
地
形
そ
の
他
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
必
要
で
あ

る
。

　

そ
う
し
た
デ
ー
タ
の
収
集
は
、
通
常
、
各
国
海
軍
所
属
の
海
洋
観
測
艦
（O

ceanographic Survey Ship

）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

（
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例
え
ば
、
米
国
の
場
合
で
い
え
ば
、
米
輸
送
軍
（U

.S. T
ransportation Com

m
and: U

ST
RA

N
SCO

M

）
を
構
成
す
る
組
織
の
一

つ
で
あ
る
軍
事
海
上
輸
送
コ
マ
ン
ド
（M

ilitary Sealift Com
m

and: M
SC

）
所
属
のU

SN
S Pathfinder

（T
-A

GS-60

）、U
SN

S 

Bow
ditch

（T
-A

GS-62

）、U
SN

S H
enson

（T
-A

GS-63

）、U
SN

S Bruce C. H
eezen

（T
-A

GS-64

）、U
SN

S M
ary Sears

（T
-

A
GS-65

）
な
ど
が
、
英
国
の
場
合
は
、
海
軍
所
属
のH

M
S E

cho

、H
M

S E
nterprise

、H
M

S Scott

、H
M

S G
leaner

な
ど
が
、

我
が
国
の
場
合
で
い
え
ば
、
海
上
自
衛
隊
所
属
の
「
す
ま
（A

GS 5103

）」、「
わ
か
さ
（A

GS 5104

）」、「
に
ち
な
ん
（A

GS 

5105

）」、「
し
ょ
う
な
ん
（A

GS 5106

）」
な
ど
の
艦
船
が
こ
れ
に
当
た
る
。
な
お
、
海
洋
観
測
艦
は
国
の
軍
隊
に
所
属
し
て
い
る
が
、

海
洋
法
条
約
第
二
九
条
の
「
軍
艦
」
の
定
義
を
満
た
す
も
の
と
満
た
さ
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、

「
国
が
所
有
し
又
は
運
航
す
る
船
舶
で
政
府
の
非
商
業
的
役
務
に
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
」
に
は
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
い
ず
れ

に
し
て
も
海
洋
観
測
艦
は
旗
国
以
外
の
国
の
管
轄
権
か
ら
完
全
に
免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

海
洋
に
お
け
る
軍
事
的
活
動
の
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
う
し
た
デ
ー
タ
収
集
活
動
は
、「
軍
事
調
査
」
と
呼
ば
れ
る
（
英
国
で
は

「
軍
事
デ
ー
タ
収
集
（m

ilitary data gathering
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
）。「
軍
事
調
査
」
は
、
海
洋
法
条
約
で
使
わ
れ
て
い

る
概
念
で
は
な
い
が
、
軍
事
調
査
が
議
論
さ
れ
る
際
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
海
洋
観
測
艦
に
よ
り
行
わ
れ
る
右
の
よ
う
な

デ
ー
タ
収
集
活
動
で
あ
る
。

　

軍
事
調
査
と
海
洋
の
科
学
的
調
査
は
、
収
集
す
る
デ
ー
タ
の
内
容
や
デ
ー
タ
収
集
の
手
段
と
方
法
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
か
少
な
く

と
も
同
様
で
あ
り
、
両
者
の
違
い
は
、「
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
た
後
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
か
」、
あ
る
い
は
「
収
集
し
た

デ
ー
タ
の
使
用
目
的
（intended use

）」
の
違
い
で
あ
る
。
ま
た
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
の
使
用
目
的
が
異
な
る
帰
結
と
し
て
、
科
学

者
が
行
う
純
粋
に
科
学
的
目
的
の
調
査
の
場
合
、
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
分
析
・
解
釈
さ
れ
て
仮
説
の
検
証
に
使
わ
れ
た
後
、
公
表

さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
対
し
、
軍
事
調
査
の
場
合
、
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
軍
事
機
密
に
属
す
る
た
め
秘
匿
さ
れ
、
通
常
は
公
表

（
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）
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）
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）
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）
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さ
れ
な
い
と
い
う
違
い
が
生
ず
る
。

　

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
違
い
に
よ
っ
て
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
と
が
法
的
に
も
区
別
さ
れ
、
両
者
に
適
用
さ
れ
る
規
定
が
違

っ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

二　

海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
と
の
関
係

　

1　

学
説
の
状
況

　

海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
海
洋
法
条
約
に
お
い
て
両
者
は
区
別
さ
れ
て
お
り
、
海
洋
の
科
学
的
調

査
に
関
す
る
同
条
約
の
諸
規
定
は
軍
事
調
査
に
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
説
と
、
軍
事
調
査
は
海
洋
の
科
学
的
調
査
の
一
部
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
諸
規
定
は
軍
事
調
査
に
も
適
用
さ
れ
る
と
い
う
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
は
、

①
海
洋
法
条
約
第
一
九
条
二
項
ｊ
号
や
第
四
〇
条
が
「
調
査
活
動
（research activities

）」
と
「
測
量
活
動
（survey activi-

ties

）」
と
を
文
言
上
区
別
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
ど
う
考
え
る
か
、
②
軍
事
調
査
が
そ
の
他
の
科
学
的
調
査
と
違
っ
て
軍
事
目
的

で
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
通
常
は
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
二
点
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
て
い
る
。
①
は
条
約
条

文
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
②
は
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
海
洋
法
条
約
の
諸
規
定
の
趣
旨
・
目
的
を
ど
う
考
え
る
か
に
関
わ
る

問
題
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
①
の
問
題
（
2
）
と
②
の
問
題
（
4
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
、
ま
た
、
条
約
締
結
後
の
国
家
実
行
が
何
か
手
掛

か
り
を
提
供
し
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
（
3
）。

（
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）

（
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）
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2　

条
約
条
文

　

海
洋
法
条
約
に
お
い
て
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
際
に
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
根
拠
は
、

同
条
約
に
お
け
る
「
調
査
」
と
「
測
量
」
の
文
言
上
の
使
い
分
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
海
洋
法
条
約
第
一
九
条
二
項
ｊ
号
お
よ
び
第

四
〇
条
は
、「
調
査
活
動
（research activities

）」
と
「
測
量
活
動
（survey activities

）」
と
を
文
言
上
区
別
し
て
お
り
、
軍
事

調
査
は
「
測
量
活
動
」
の
中
に
含
ま
れ
る
。
そ
し
て
、「
測
量
活
動
」
は
、
領
海
内
で
は
通
航
の
無
害
性
を
否
定
さ
れ
る
行
為
と
し
て
、

ま
た
、
国
際
海
峡
に
お
い
て
は
沿
岸
国
の
事
前
の
許
可
な
く
行
え
な
い
活
動
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
に
お
い

て
は
、
沿
岸
国
の
管
轄
権
が
及
ぶ
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
に
お
い
て
、
各
国
は
、
沿
岸

国
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
、
軍
事
調
査
そ
の
他
の
「
測
量
活
動
」
を
自
由
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
森
田
章
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
領
海
の
無
害
通
航
権
な
い
し
海
峡
の
通
過
通
航
の
観
点
か
ら

は
、
両
者
［「
調
査
」
と
「
測
量
」］
を
区
別
す
る
実
益
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
大
し
た
注
意
を
払
わ
ず
、
文
言
が
並
列
的
に
置
か
れ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
特
に
区
別
す
る
意
図
は
な
い
、
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
ち
う
る
」
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、「
条
約
第
二
、

三
部
と
第
一
三
部
は
、
作
成
を
担
当
し
た
委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
第
二
委
員
会
と
第
三
委
員
会
と
異
な
る
こ
と
が
、
両
委
員
会
間
及
び
起

草
委
員
会
の
調
整
が
不
十
分
な
ま
ま
条
文
に
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
の
解
釈
」
も
成
り
立
ち
得
る
。
つ
ま
り
、
条
文
上
は
、「
調
査
」

と
「
測
量
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈
も
、
特
に
区
別
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
と
の
解
釈
も
、
い
ず
れ
も
成
り
立
ち
得
る
の

で
あ
っ
て
、
条
約
条
文
が
こ
の
問
題
に
関
す
る
決
め
手
に
な
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

3　

国
家
実
行

　

海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
条
約
条
文
か
ら
一
義
的
な
解
釈
が
導
か
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
条
約
締
結
後

（
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）
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の
国
家
実
行
に
よ
り
こ
の
点
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
軍
事
調
査
は
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
国
が
あ
る
。
そ
う

し
た
立
場
を
一
貫
し
て
表
明
し
て
き
た
の
は
、
米
国
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
に
米
国
の
海
洋
観
測
艦U

SN
S Bow

ditch

が

韓
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
軍
事
調
査
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
船
の
任
務
等
に
つ
き
韓
国
政
府
か
ら
照
会
を
受
け
た
米
国
政
府
は
、「
軍
事

調
査
は
海
洋
の
科
学
的
調
査
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
国
際
法
上
す
べ
て
の
国
に
保
障
さ
れ
た
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
け
る
公
海
航
行
の
自

由
に
関
連
す
る
、
国
際
的
に
適
法
な
海
洋
の
軍
事
利
用
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「
…
…U

SN
S Bow

ditch

は
軍
事
調
査
を
行
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
同
船
の
大
韓
民
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
け
る
活
動
は
国
連
海
洋
法
条
約
に
反
映
さ
れ
た
慣
習
国
際
法
と
完
全
に

合
致
す
る
」
と
回
答
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
に
米
国
の
海
洋
観
測
艦U

SN
S M

ary Sears

が
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
に
お
い
て
行
っ

て
い
た
軍
事
調
査
に
つ
き
、
イ
ン
ド
政
府
は
、
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
に
お
い
て
許
可
を
得
ず
に
行
わ
れ
て
い
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
で
あ

る
と
主
張
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
米
国
政
府
は
、「
…
…U

SN
S M

A
RY

 SEA
RS

の
任
務
は
、
科
学
的
目
的
の
た
め
で
は
な
く
、
軍

事
目
的
の
た
め
に
様
々
な
海
域
で
海
洋
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
に
お
け
る
軍
事
調
査
活

動
は
海
洋
の
科
学
的
調
査
で
は
な
く
、
沿
岸
国
の
事
前
の
同
意
ま
た
は
沿
岸
国
へ
の
事
前
の
通
報
を
要
し
な
い
」
と
回
答
し
た
。

　

英
国
も
米
国
と
同
様
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ベ
イ
ト
マ
ン
（Sam

 Batem
an

）
が
英
国
水
路
測
量
局
（H

ydrograph-

ic O
ffice

）
に
照
会
し
て
得
た
回
答
に
よ
れ
ば
、
領
海
の
外
の
海
域
で
軍
事
調
査
が
沿
岸
国
の
規
制
に
服
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
条
文

は
海
洋
法
条
約
の
中
に
は
な
く
、
そ
れ
は
公
海
自
由
の
一
部
と
し
て
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
に
お
い
て
も
沿
岸
国
の
同
意
を
得
る
こ
と
な

く
実
施
で
き
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
に
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
軍
事
調
査
と
見
ら
れ
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
英
国

海
軍
の
海
洋
観
測
艦H

M
S Scott

は
、
イ
ン
ド
政
府
か
ら
の
照
会
に
対
し
、H

M
S Scott

が
行
っ
て
い
る
の
は
軍
事
調
査
で
あ
る
と

し
、
そ
れ
以
上
の
情
報
提
供
を
拒
否
し
た
例
が
あ
る
。

（
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）
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こ
れ
に
対
し
、
軍
事
調
査
は
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
の
一
部
で
あ
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
ま
た
は
大
陸
棚
で
は
沿
岸
国
の
管
轄
権
に
服
す
る

と
の
立
場
を
と
る
国
が
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
は
、
一
九
九
六
年
に
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
国
内
法
（「
中
華
人
民
共
和
国
渉

外
海
洋
科
学
研
究
管
理
規
定
」）
を
制
定
し
た
が
、
同
法
の
適
用
対
象
で
あ
る
「
海
洋
環
境
和
海
洋
資
源
等
的
調
査
研
究
活
動
」（
第
二

条
）
は
、
中
国
国
家
海
洋
局
に
よ
る
英
訳
で
は
、
“survey activities and research on m

arine environm
ent and m

arine re-

sources

”と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
中
の
“survey activities

”に
軍
事
調
査
が
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
二
〇
〇
一
年

に
米
国
の
海
洋
観
測
艦U

SN
S Bow

ditch

が
中
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
軍
事
調
査
と
見
ら
れ
る
活
動
を
し
て
い
た
際
、
中
国
政
府
は
、
一
九

九
六
年
法
に
定
め
ら
れ
た
許
可
を
中
国
当
局
か
ら
得
て
い
な
い
と
の
理
由
で
、
活
動
の
中
止
を
求
め
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
も
中
国
と
同
様
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
六
年
の
「
領
水
、
大
陸
棚
、
排
他
的
経
済
水
域
そ
の
他
の
海
域

に
関
す
る
法
律
」
第
七
条
五
項
は
、「
目
的
の
如
何
を
問
わ
ず
」、「
い
か
な
る
調
査
（any research

）」
も
、
イ
ン
ド
政
府
の
許
可
な

く
同
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
に
お
い
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
に
は
軍
事
調
査
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、

二
〇
〇
一
年
に
英
国
の
海
洋
観
測
艦H

M
S Scott

と
米
国
の
海
洋
観
測
艦U

SN
S Bow

ditch

が
イ
ン
ド
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
で
そ
れ
ぞ
れ
軍
事

調
査
と
思
わ
れ
る
活
動
を
行
っ
た
こ
と
に
対
し
、
イ
ン
ド
政
府
は
、「
我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
お
い
て
許
可
を
得
な
い
活
動
を

行
っ
た
」
と
し
て
両
国
政
府
に
抗
議
し
た
例
が
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
と
英
国
は
軍
事
調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
の
立
場
を
、
中
国
と
イ
ン
ド
は
そ

れ
と
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
諸
国
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
諸
国
の
立
場
は

二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
国
家
実
行
か
ら
一
義
的
な
解
釈
を
導
く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
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4　

海
洋
の
科
学
的
調
査
関
連
規
定
の
趣
旨
・
目
的

　

以
上
の
よ
う
に
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
の
関
係
に
つ
い
て
、
海
洋
法
条
約
の
条
文
や
国
家
実
行
に
依
拠
し
て
解
釈
を
導

く
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
海
洋
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
い
て
軍
事
調
査
の
位
置
づ
け
が
議
論
さ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
条
約
の

起
草
作
業
も
手
掛
か
り
に
な
り
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
、
現
状
で
は
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
海
洋
法
条
約
の

諸
規
定
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
ほ
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調

査
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
管
轄
権
を
有
す
る
根
拠
は
何
か
、
そ
の
根
拠
は
軍
事
調
査
に
も
妥
当
す
る
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
管
轄
権
を
有
す
る
根
拠
を
特
定
し
た
上
で
（（
1
））、
そ
う
し
た
根
拠
が
軍

事
調
査
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
か
を
検
討
す
る
（（
2
））。

　
（
1
）　

海
洋
の
科
学
的
調
査
に
対
す
る
沿
岸
国
管
轄
権
の
根
拠

　

海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
海
洋
法
条
約
の
諸
規
定
は
、
調
査
の
自
由
を
主
張
す
る
諸
国
（
主
に
先
進
国
）
と
、
調
査
を
沿
岸
国

の
管
轄
の
下
に
置
く
こ
と
を
主
張
す
る
諸
国
（
主
に
途
上
国
）
の
妥
協
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
海
洋
の
科
学
的
調
査

に
つ
い
て
途
上
国
が
表
明
し
た
懸
念
に
は
、
軍
事
的
な
観
点
か
ら
の
も
の
と
経
済
的
な
観
点
か
ら
の
も
の
が
あ
っ
た
。

　
（
a
）　

軍
事
的
利
益

　

海
洋
の
科
学
的
調
査
は
、
沿
岸
国
の
軍
事
的
利
益
な
い
し
安
全
保
障
上
の
利
益
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。
海
洋
法
会
議

に
お
い
て
も
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
つ
い
て
軍
事
的
な
観
点
か
ら
の
懸
念
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
純
粋
に
科

学
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
調
査
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
は
外
国
に
と
っ
て
軍
事
的
に
利
用
可
能
な
場
合
が
あ
る
し
、
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ま
た
、
科
学
的
調
査
を
装
っ
て
、
実
際
に
は
軍
事
情
報
収
集
や
ス
パ
イ
活
動
な
ど
が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、

そ
う
し
た
軍
事
的
な
懸
念
か
ら
沿
岸
国
を
保
護
す
る
こ
と
が
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
諸
規
定
の
趣
旨
・
目
的
で
あ
る
な
ら
ば
、

軍
事
調
査
は
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
ま
さ
に
軍
事
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
で
行
う
調
査
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
ま
た
は

大
陸
棚
に
お
い
て
沿
岸
国
の
管
轄
権
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
以
下
二
つ
の
理
由
に
よ
り
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
諸
規
定
の
目
的
は
、
沿
岸
国
の
軍
事
的
利
益
を
保
護
す
る
こ

と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
一
に
、
第
二
四
六
条
五
項
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
ま
た
は
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
の
計
画
の
実
施
に
つ
き
、
沿
岸
国
が
裁
量

に
よ
り
同
意
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
四
つ
の
事
由
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
安
全
保
障
上
の
考
慮
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
安

全
保
障
上
の
考
慮
を
裁
量
的
同
意
拒
否
事
由
に
含
め
る
提
案
は
、
起
草
作
業
に
お
い
て
明
確
に
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
軍
事
的
に
利
用
す
る
こ
と
を
意
図
せ
ず
に
行
っ
た
調
査
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
軍
事
的
に
利
用
可

能
な
場
合
が
多
々
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
海
洋
法
条
約
上
、
軍
事
的
に
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
デ
ー
タ
の
公
表

を
止
め
る
権
限
は
沿
岸
国
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
第
二
四
九
条
二
項
に
基
づ
き
「
調
査
の
結
果
を
国
際
的
な
利
用
に
供
す
る
こ
と
に

つ
い
て
事
前
の
合
意
を
要
求
す
る
」
旨
の
条
件
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
天
然
資
源
の
探
査
及
び
開
発
に
直
接
影
響
を
及
ぼ

す
」
調
査
計
画
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
b
）　

経
済
的
利
益

　

Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
は
、
沿
岸
国
の
経
済
的
利
益
の
増
進
を
主
た
る
目
的
と
し
た
制
度
で
あ
り
、
そ
れ
ら
制
度
の
中
核
を
な
す
の
は
、

天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
等
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
有
す
る
「
主
権
的
権
利
」
で
あ
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
と
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調

査
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
管
轄
権
を
有
す
る
の
も
、
科
学
的
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
・
試
料
ま
た
は
調
査
の
結
果
が
経
済
的
な
価
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値
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
等
に
関
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

海
洋
の
科
学
的
調
査
が
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
次
の
三
つ
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
・
試
料
ま
た
は
調
査
の
結
果
は
、
天
然
資
源
に
関
す
る
情
報
を
含
ん
で
い

る
場
合
が
あ
り
、
そ
う
し
た
情
報
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
に
関
す
る
外
国
企
業
・
政
府
と
の
交
渉
に
お
い

て
、
沿
岸
国
の
立
場
を
弱
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
す
な
わ
ち
、
調
査
結
果
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚
に
お
け
る
天
然
資
源
の
不
在
を
示
し

て
い
る
場
合
に
は
、
外
国
企
業
・
政
府
か
ら
探
査
・
開
発
ラ
イ
セ
ン
ス
の
申
請
が
な
く
な
り
、
そ
の
分
、
沿
岸
国
が
得
る
収
入
は
減
少

す
る
。
逆
に
、
調
査
結
果
が
天
然
資
源
の
存
在
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
外
国
企
業
・
政
府
か
ら
直
ち
に
探
査
・
開
発
を
進
め
る
よ

う
圧
力
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
自
国
に
と
っ
て
も
っ
と
も
有
利
な
時
期
を
狙
っ
て
探
査
・
開
発
に
着
手
す
る
沿
岸
国
の
利
益
は
損
な

わ
れ
る
。
沿
岸
国
の
こ
う
し
た
利
益
は
、
調
査
計
画
に
同
意
を
与
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
裁
量
を
行
使
す
る
際
に
、「
天
然
資
源
の

探
査
及
び
開
発
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
計
画
の
調
査
の
結
果
を
国
際
的
な
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
事
前
の
合
意
を
要
求
す
る
」

旨
の
条
件
を
課
す
こ
と
を
認
め
た
、
第
二
四
九
条
二
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
・
試
料
ま
た
は
調
査
の
結
果
は
、
公
表
さ
れ
ず
、
調
査
国
に
よ
っ
て
独
占

さ
れ
る
場
合
に
も
、
沿
岸
国
の
経
済
的
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
を
含
む
自
然
科
学

は
、
国
家
の
経
済
発
展
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
調
査
結
果
を
調
査
国
が
独
占
す
れ
ば
、
海
洋
調
査
能
力
を
有
す
る
先

進
国
と
、
そ
う
し
た
能
力
を
有
し
な
い
途
上
国
と
の
経
済
格
差
は
、
現
状
以
上
に
拡
大
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
資
源
探
査
・
開
発

交
渉
に
お
い
て
、
天
然
資
源
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
有
し
て
い
な
い
情
報
を
交
渉
相
手
で
あ
る
外
国
企
業
・
政
府
が
有
し
て
い
る
こ
と
は
、

沿
岸
国
の
交
渉
上
の
立
場
を
弱
く
す
る
。
そ
こ
で
、
調
査
国
が
調
査
結
果
を
独
占
す
る
の
で
は
な
く
、
沿
岸
国
も
そ
れ
を
受
け
取
れ
る

（
57
）

（
58
）

（
59
）



（阪大法学）66（3・4-170）　626 〔2016.11〕

仕
組
み
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
沿
岸
国
の
こ
う
し
た
経
済
的
利
益
は
、
調
査
の
暫
定
的
な
報
告
と
最
終
的
な
結
果
・
結
論
を
沿
岸

国
に
提
供
す
る
こ
と
を
定
め
た
第
二
四
九
条
一
項
ｂ
号
、
調
査
の
結
果
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
・
試
料
を
利
用
す
る
機
会
を
沿
岸
国
に
提
供

す
る
こ
と
を
定
め
た
同
項
ｃ
号
、
さ
ら
に
、
デ
ー
タ
、
試
料
お
よ
び
調
査
の
結
果
を
解
釈
し
ま
た
は
評
価
す
る
に
当
た
り
援
助
を
提
供

す
る
こ
と
を
定
め
た
同
項
ｄ
号
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。

　

海
洋
の
科
学
的
調
査
が
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
三
つ
目
の
意
味
は
、
科
学
的
調
査
を

装
っ
て
、
実
際
に
は
天
然
資
源
の
探
査
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
可
能
性
を
で
き
る
だ
け
排
除
す

る
た
め
、
海
洋
法
条
約
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
の
実
施
を
沿
岸
国
の
同
意
に
係
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、

天
然
資
源
に
関
す
る
主
権
的
権
利
を
害
す
る
形
で
調
査
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
な
い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
機
会
を
沿
岸
国
に
与
え
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
沿
岸
国
の
諸
利
益
の
う
ち
、
第
三
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
調
査
船
が
実
際
に
は
天
然
資
源
の
探
査
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

沿
岸
国
と
し
て
は
、
天
然
資
源
の
探
査
に
関
す
る
主
権
的
権
利
を
行
使
し
て
規
制
す
れ
ば
済
む
と
も
い
え
る
た
め
、
海
洋
の
科
学
的
調

査
に
つ
い
て
沿
岸
国
に
管
轄
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
中
心
的
な
根
拠
は
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
ベ
イ
ト
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
し
て
沿
岸
国
の
管
轄
権
に
服
す
る
も
の
と
服
さ
な
い

も
の
と
の
違
い
は
、「
活
動
そ
の
も
の
の
性
質
で
は
な
く
、
活
動
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
お
よ
び
活
動
の
結
果
の
使
用
方
法
」
の
違
い
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
以
上
で
特
定
し
た
海
洋
の
科
学
的
調
査
関
連
規
定
の
根
拠
は
、
軍
事
調
査
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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（
2
）　

軍
事
調
査
の
場
合
に
お
け
る
沿
岸
国
法
益
と
の
抵
触
の
有
無

　

軍
事
調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
学
説
は
、
①
軍
事
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
な
い
こ
と
、
②
軍

事
調
査
の
結
果
は
、
も
っ
ぱ
ら
軍
が
軍
事
目
的
の
た
め
に
の
み
使
用
し
、
経
済
活
動
に
使
用
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
の
二
点
を
論
拠
と

す
る
。

　

こ
の
議
論
は
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
対
す
る
沿
岸
国
管
轄
権
の
根
拠
が
、
軍
事
調
査
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
趣
旨
の
議

論
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
管
轄
権
を
有
す
る
の
は
、

調
査
結
果
が
経
済
的
価
値
を
有
し
、
天
然
資
源
に
関
す
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
を
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

軍
事
調
査
の
場
合
は
、
そ
の
結
果
を
軍
が
軍
事
目
的
に
の
み
使
用
し
公
表
し
な
い
以
上
、
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
交
渉
に
お
け
る
沿

岸
国
の
立
場
を
弱
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
調
査
結
果
は
軍
事
目
的
に
の
み
使
用
さ
れ
、
調
査
国
の
経
済
発
展
と
も
無
関
係

で
あ
る
か
ら
、
先
進
国
と
途
上
国
の
経
済
格
差
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

軍
事
調
査
の
結
果
を
軍
以
外
の
政
府
部
門
や
民
間
企
業
に
使
用
さ
せ
、
ま
た
は
社
会
一
般
に
公
表
す
れ
ば
、
自
国
軍
の
調
査
能
力
や

調
査
の
意
図
が
外
国
の
軍
隊
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
以
上
、
軍
事
調
査
の
結
果
は
、
そ
れ
を
行
っ
た
国
の
軍
隊
お
よ
び
同

盟
国
の
軍
隊
の
使
用
に
の
み
供
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
論
と
し
て
い
え
ば
、
軍
事
調
査
は
、
海
洋

法
条
約
が
海
洋
の
科
学
的
調
査
関
連
規
定
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
し
た
沿
岸
国
の
利
益
を
害
し
な
い
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
軍
事

調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
当
た
る
と
い
う
学
説
が
懸
念
す
る
よ
う
に
、
軍
事
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、

調
査
国
や
他
国
の
経
済
活
動
に
使
わ
れ
な
い
と
い
う
確
実
な
保
証
が
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
仮
に
、
軍
事
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
は
軍
事
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
沿

岸
国
法
益
と
の
抵
触
が
生
ず
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
と
し
て
も
、
重
要
な
こ
と
は
、
軍
事
調
査
は
、
海
軍
が
行
う
様
々
な
軍
事
的
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活
動
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
一
2
参
照
）。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

第
一
に
、
軍
事
調
査
を
規
制
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
軍
事
調
査
以
外
の
軍
事
的
活
動
を
も
実
質
的
に
規
制
す
る
に
等
し
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
海
軍
に
よ
る
軍
事
的
活
動
の
中
に
は
、
軍
事
調
査
な
し
で
は
行
い
得
な
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
特
に
対

潜
戦
や
機
雷
戦
）。
し
か
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚
に
お
け
る
軍
事
的
活
動
の
問
題
は
、
海
洋
法
条
約
の
交
渉
過
程
に
お
い
て
合
意
に
達

す
る
見
込
み
が
な
か
っ
た
た
め
、
条
文
作
成
が
意
図
的
に
回
避
さ
れ
た
論
点
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
に
お

け
る
軍
事
的
活
動
を
海
洋
法
条
約
に
よ
っ
て
規
制
す
る
と
い
う
合
意
は
、
諸
国
の
間
で
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
に
お
け
る
軍
事
的
活
動
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
軍
事
調
査
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
海
洋
法
条
約
に
よ
っ
て
規

制
す
る
と
い
う
合
意
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
科
学
者
が
科
学
研
究
の
一
環
と
し
て
行
う
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査
と
で
は
、
沿
岸
国
法
益
と
対
抗
関
係
に
あ
る
調
査
側

の
利
益
の
性
質
が
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
場
合
、
沿
岸
国
法
益
と
の
関
係
で
調
整
さ
れ
る
べ
き

利
益
は
、
科
学
者
が
科
学
研
究
を
行
う
自
由
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
研
究
に
よ
っ
て
人
類
全
体
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
軍
事
調
査
の
場
合
、
沿
岸
国
法
益
と
の
抵
触
が
生
ず
る
可
能
性
の
あ
る
利
益
は
、
海
軍
が
軍
事
的
活
動
を
行
う
利
益
で
あ

る
。
そ
し
て
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
海
洋
法
条
約
の
諸
規
定
は
、
科
学
者
が
行
う
科
学
的
調
査
を
念
頭
に
置
い
て
沿
岸
国
法

益
と
の
調
整
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
第
二
四
四
条
（
調
査
結
果
の
公
表
義
務
）
や
第
二
四
九
条
一
項
ａ
号
（
調
査
船
等
へ
の
乗

船
の
権
利
）
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
軍
事
調
査
の
場
合
を
も
念
頭
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

つ
ま
り
、
仮
に
軍
事
調
査
の
場
合
に
沿
岸
国
法
益
と
の
調
整
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
調
整
の
さ
れ
方
は
科
学
目
的
で
行
わ
れ
る
調
査
の

場
合
と
異
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
海
洋
法
条
約
で
は
、
後
者
の
場
合
に
お
け
る
調
整
に
つ
い
て
の
み
合
意
さ
れ
、
軍
事
調
査
の
場
合
に

お
け
る
調
整
に
つ
い
て
は
何
ら
合
意
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

以
上
で
検
討
し
た
こ
と
を
総
合
す
れ
ば
、
軍
事
調
査
は
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
ず
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関

す
る
諸
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
関
す
る
海
洋
法
条
約
の
諸
規

定
の
趣
旨
・
目
的
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
お
よ
び
大
陸
棚
沿
岸
国
の
経
済
的
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
軍
事
調
査
の
結
果
は
軍
事
目
的

に
の
み
使
用
さ
れ
、
ま
た
、
公
表
さ
れ
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、
沿
岸
国
の
経
済
的
利
益
を
害
す
る
余
地
が
な
く
、
沿
岸
国
法
益

と
の
抵
触
が
そ
も
そ
も
生
じ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
し
、
ま
た
、
仮
に
沿
岸
国
法
益
と
の
抵
触
が
生
ず
る
可
能
性
を
排
除
し
き
れ
な
い

と
し
て
も
、
そ
の
抵
触
を
い
か
に
調
整
す
る
か
に
つ
い
て
、
条
約
締
約
国
の
合
意
は
成
立
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

軍
事
調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
は
、「
第
八
七
条
に
定
め
る
航
行

及
び
上
空
飛
行
の
自
由
並
び
に
海
底
電
線
及
び
海
底
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
敷
設
の
自
由
並
び
に
こ
れ
ら
の
自
由
に
関
連
し
及
び
こ
の
条
約

の
そ
の
他
の
規
定
と
両
立
す
る
そ
の
他
の
国
際
的
に
適
法
な
海
洋
の
利
用
」（
第
五
八
条
一
項
）
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
第
五
九
条

の
い
わ
ゆ
る
「
未
帰
属
の
権
限
（residual pow

ers
）」
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
、
軍
事

調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
当
た
ら
な
い
と
主
張
す
る
者
の
多
く
は
、
そ
れ
が
第
五
八
条
一
項
に
該
当
す
る
活
動
で
あ
っ
て
Ｅ

Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
す
べ
て
の
国
が
自
由
に
行
え
る
活
動
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
主
張
は
必
ず
し
も
十
分
に
論
証
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。
他
方
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
け
る
軍
事
調
査
が
第
五
九
条
の
「
未
帰
属
の
権
限
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
五
九
条
の
意
味
と
法
的

効
果
は
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
も
十
分
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
五
九
条
は
、
条
約
作
成
時
に
存
在
し
な
か
っ
た
新

た
な
海
洋
利
用
形
態
が
将
来
出
て
き
た
場
合
に
の
み
機
能
す
る
規
定
で
あ
り
、
現
存
す
る
海
洋
利
用
形
態
は
第
五
六
条
か
第
五
八
条
一

項
の
い
ず
れ
か
に
振
り
分
け
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
（
オ
ッ
ク
ス
マ
ン
（Bernard H

. O
xm

an

）
な
ど
）
が
あ
る
一
方
、
第
五
九
条
に
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は
、
将
来
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
新
た
な
海
洋
利
用
形
態
を
規
律
す
る
機
能
だ
け
で
な
く
、
現
存
す
る
海
洋
利
用
形
態
で
あ
っ
て
第
五

六
条
に
も
第
五
八
条
二
項
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
を
規
律
す
る
機
能
も
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
（
ヴ
ィ
キ
ュ
ー
ナ
（Francis-

co O
rrego V

icuña

）
な
ど
）。
ま
た
、
あ
る
事
項
が
「
未
帰
属
の
権
限
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
事
項
が
第
五
九
条

に
よ
っ
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
規
律
を
受
け
る
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
第
五
八
条
や
第
五
九
条
に
相
当
す
る

規
定
が
存
在
し
な
い
大
陸
棚
に
つ
い
て
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
軍
事
調
査
を
海
洋
の
科
学
的
調
査
関
連
規
定
に
よ
っ
て
規
律
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
は
い
え
る
が
、
残
さ
れ

た
問
題
は
数
多
い
の
で
あ
る
。

「
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（T

he U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, 10 D

ecem
ber 1982

）」
平
成
八

年
条
約
第
六
号
（1883 U

.N
.T

.S. 3
）。

海
洋
法
条
約
第
二
四
五
条
。

第
五
六
条
一
項
ｂ
号
（
ii
）
お
よ
び
第
二
四
六
条
一
項
。
な
お
、
公
海
お
よ
び
深
海
底
で
は
、
す
べ
て
の
国
お
よ
び
権
限
の
あ
る
国
際
機
関

が
海
洋
の
科
学
的
調
査
を
実
施
す
る
権
利
を
有
す
る
（
第
八
七
条
一
項
ｆ
号
、
第
二
五
六
条
お
よ
び
第
二
五
七
条
）。
深
海
底
に
お
け
る
海
洋
の

科
学
的
調
査
は
、「
人
類
全
体
の
利
益
の
た
め
に
実
施
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
第
一
四
三
条
一
項
）、
ま
た
、
第
一
四
三
条
三
項
各
号
に
掲
げ
ら

れ
た
こ
と
に
よ
り
国
際
協
力
を
促
進
す
る
義
務
が
あ
る
点
に
お
い
て
、
公
海
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
異
な
る
。

第
二
四
五
条
お
よ
び
第
二
四
六
条
二
項
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
ま
た
は
大
陸
棚
で
行
わ
れ
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
有
す
る
権
限
に
は
、

同
意
付
与
権
限
の
ほ
か
、
次
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
①
調
査
計
画
に
参
加
し
ま
た
は
代
表
を
派
遣
す
る
権
利
（
実
行
可
能
な
と
き
は
、
調
査
船
等

に
同
乗
す
る
権
利
）（
第
二
四
九
条
一
項
ａ
号
）、
②
調
査
の
結
果
お
よ
び
結
論
の
提
供
を
受
け
、
ま
た
、
調
査
計
画
か
ら
得
ら
れ
た
す
べ
て
の

デ
ー
タ
お
よ
び
試
料
を
利
用
す
る
機
会
の
提
供
を
受
け
る
権
利
（
同
項
ｂ
号
お
よ
び
ｃ
号
）、
③
調
査
計
画
か
ら
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
、
試
料
お
よ

び
調
査
の
結
果
を
評
価
し
ま
た
は
解
釈
す
る
に
当
た
り
援
助
を
受
け
る
権
利
（
同
項
ｄ
号
）、
④
調
査
計
画
の
実
施
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
る
か

否
か
の
裁
量
（
第
二
四
六
条
五
項
）
を
行
使
す
る
た
め
法
令
に
よ
っ
て
条
件
（
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す
計
画
の
調
査
結
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果
を
国
際
的
な
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
事
前
の
合
意
を
要
求
す
る
こ
と
を
含
む
）
を
定
め
る
権
利
（
第
二
四
九
条
二
項
）、
⑤
第
二
四
八

条
ま
た
は
第
二
四
九
条
の
規
定
に
従
わ
な
い
調
査
活
動
に
つ
き
、
停
止
ま
た
は
終
了
を
要
求
す
る
権
利
（
第
二
五
三
条
）。
領
海
に
お
い
て
行
わ

れ
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
に
つ
い
て
沿
岸
国
が
有
す
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
本
稿
注
（
5
）
お
よ
び
（
12
）
参
照
。

第
二
四
五
条
。
領
海
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
の
計
画
に
つ
い
て
、
沿
岸
国
は
、
同
意
を
与
え
る
義
務
を
負
わ
ず
、
ま
た
、
同
意
を
与

え
る
場
合
に
も
、
調
査
計
画
に
い
か
な
る
条
件
を
課
し
て
も
構
わ
な
い
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
お
よ
び
大
陸
棚
に
お
け
る
調
査
計
画
に
課
す
こ
と
の
で
き
る
条

件
は
第
二
四
九
条
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
が
、
領
海
の
場
合
に
そ
う
し
た
制
限
は
な
い
）。

第
二
四
六
条
三
項
～
六
項
。

第
五
六
条
お
よ
び
第
七
七
条
。

海
洋
法
条
約
の
起
草
過
程
の
途
中
ま
で
は
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
の
定
義
規
定
が
存
在
し
た
が
、
そ
の
後
削
除
さ
れ
た
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、A

lfred H
. A

. Soons, M
arine Scientific R

esearch and the Law
 of the Sea (D

eventer, N
etherlands: K

luw
er Law

 and T
ax-

ation Publishers, 1982), pp. 118-124.

海
図
そ
の
他
の
航
行
安
全
に
関
す
る
製
品
を
作
成
す
る
た
め
に
、
水
深
、
海
底
の
形
状
、
海
流
・
潮
流
の
方
向
と
強
さ
、
潮
汐
の
水
位
と
周

期
な
ど
の
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
活
動
の
こ
と
。
①
海
洋
法
条
約
第
二
一
条
一
項
ｇ
号
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
「
水
路
測
量
」
と
を
区
別
し

て
い
る
こ
と
、
②
水
路
測
量
は
航
行
の
安
全
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
活
動
で
あ
り
、「
航
行
…
…
の
自
由
に
関
連
し
及
び
こ
の
条
約
の
そ

の
他
の
規
定
と
両
立
す
る
そ
の
他
の
国
際
的
に
適
法
な
海
洋
の
利
用
」（
第
五
八
条
一
項
）
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
水
路
測
量
は
「
海
洋
の
科
学

的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
。E.g., Soons, supra note 8, pp. 125, 157; R. R. Churchill and A

. V
. Low

e, 
T

he Law
 of the Sea, 3rd ed. (M

anchester: M
anchester U

niversity Press, 1999), p. 405; Florian H
. T

h. W
egelein, M

arine Sci-
entific R

esearch: T
he O

peration and Status of R
esearch V

essels and O
ther Platform

s in International Law
 (Leiden: M

arti-
nus N

ijhoff, 2005), pp. 80-81.

た
だ
し
、
最
近
で
は
、
水
路
測
量
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
が
航
行
の
安
全
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
天
然
資
源
の
探

査
に
も
利
用
し
得
る
こ
と
か
ら
、
水
路
測
量
に
も
海
洋
の
科
学
的
調
査
関
連
規
定
を
適
用
す
べ
き
だ
と
の
見
解
も
あ
る
。Sam

 Batem
an, 

“Hy-
drographic Surveying in Exclusive Econom

ic Zones: Is It M
aritim

e Scientific Research?,

” in Freedom
 of Seas, Passage 

R
ights and the 1982 Law

 of the Sea Convention, ed. M
yron H

. N
ordquist, T

om
m

y T
. B. K

oh, and John N
orton M

oore 
(Leiden: M

artinus N
ijhoff Publishers, 2009), pp. 105-131; Guifang X

ue, 

“Marine Scientific Research and H
ydrographic Sur-

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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vey in the EEZs: Closing up the Legal Loopholes?,

” in ibid., pp. 209-225.

気
象
、
気
候
、
海
況
な
ど
の
観
測
と
予
測
に
使
用
す
る
目
的
で
、
気
温
、
気
圧
、
海
流
、
塩
分
、
風
速
な
ど
の
デ
ー
タ
を
日
常
的
に
収
集
す

る
活
動
（routine collection of ocean observation

）
の
こ
と
。「
現
業
海
洋
学
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
収
集
さ
れ
た

デ
ー
タ
は
衛
星
を
通
じ
て
直
ち
に
陸
上
に
送
信
さ
れ
、
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
一
般
に
公
開
さ
れ
る
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
海
洋
学
は
、
①
海
洋

法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
い
て
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
②
船
舶
の
航
行
に
付
随
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
。W

egelein, supra note 9, pp. 20, 
181, 226-228; J. A

shley Roach, 

“Marine D
ata Collection: M

ethods and the Law
,

” in N
ordquist, K

oh, and M
oore, supra note 

9, pp. 171-208.

海
底
に
あ
る
難
破
船
そ
の
他
の
水
中
文
化
遺
産
（underw

ater cultural heritage

）
を
捜
索
し
、
記
録
し
、
ま
た
は
引
き
揚
げ
る
活
動

の
こ
と
。
①
海
洋
の
科
学
的
調
査
が
海
洋
の
自
然
環
境
（the natural m

arine environm
ent

）
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
海
洋
考
古
学
は

人
工
の
物
体
（m

an-m
ade objects

）
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
仮
に
海
洋
考
古
学
が
海
洋
法
条
約
第
一
三
部
の
適
用
を
受
け
る

と
す
る
と
、「
考
古
学
上
の
又
は
歴
史
的
な
特
質
を
有
す
る
物
」
の
接
続
水
域
か
ら
の
持
ち
去
り
に
つ
い
て
沿
岸
国
の
規
制
権
限
を
認
め
た
第
三

〇
三
条
二
項
の
よ
う
な
規
定
は
不
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
海
洋
考
古
学
は
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
概
念
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
見

解
が
有
力
で
あ
る
。E.g., Soons, supra note 8, pp. 8, 275; Bernard H

. O
xm

an, 

“Marine A
rchaeology and the International Law

 
of the Sea,

” Colum
bia V

LA
 Journal of Law

 and A
rts, V

ol. 12 (1987), pp. 353-372.

た
だ
し
、
水
中
文
化
遺
産
の
所
在
位
置
を
特
定

す
る
過
程
で
、
海
底
お
よ
び
そ
の
下
の
天
然
資
源
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
必
然
的
に
収
集
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
最
近
で
は
、
海
洋
考
古
学
も

「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
含
ま
れ
る
と
い
う
見
解
が
出
て
き
て
い
る
。E.g., Sarah D

rom
goole, 

“Revisiting the Relationship betw
een 

M
arine Scientific Research and the U

nderw
ater Cultural H

eritage,

” International Journal of M
arine and Coastal Law

, V
ol. 

25 (2010), pp. 33-61.

領
海
に
お
い
て
は
、
軍
事
調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
「
調
査
活
動
…
…
の
実
施
」（
第
一
九
条
二
項
ｊ

号
）
に
該
当
す
る
し
、
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
「
測
量
活
動
の
実
施
」（
同
号
）、「
沿
岸
国
の
防
衛
又
は
安
全
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
情

報
の
収
集
を
目
的
と
す
る
行
為
」（
同
項
ｃ
号
）、
ま
た
は
「
通
航
に
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
そ
の
他
の
活
動
」（
同
項
ｌ
号
）
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
航
行
の
無
害
性
を
否
定
さ
れ
る
活
動
に
当
た
り
、
沿
岸
国
に
よ
る
保
護
権
（
第
二
五
条
一
項
）
行

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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使
の
対
象
と
な
る
。
公
海
に
お
い
て
は
、
軍
事
調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
第
八
七
条
一
項
に
よ
り
明
示
的
に

列
挙
さ
れ
た
公
海
の
自
由
の
一
つ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
（
同
項
ｆ
号
）。
逆
に
、
軍
事
調
査
が
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
に
含
ま
れ
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
第
八
七
条
一
項
ａ
号
～
ｆ
号
に
列
挙
さ
れ
た
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
同
項
の
列
挙
は
例
示
列
挙
で
あ
る
か
ら
、

軍
事
調
査
が
公
海
自
由
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。

「
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（V

ienna Convention on the Law
 of T

reaties, 23 M
ay 1969

）」
昭
和
五
五
年
条
約
第
一
六
号

（1155 U
.N

.T
.S. 331

）
第
三
一
条
一
項
。

Soons, supra note 8, p. 124.

デ
ー
タ
や
試
料
の
収
集
の
他
に
、
例
え
ば
調
査
船
の
航
行
や
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
や
試
料
の
分
析
作
業
が
「
調
査
」
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か

が
問
題
と
な
り
得
る
。W

egelein, supra note 9, pp. 91-92.
Soons, supra note 8, p. 124; W

egelein, supra note 9, p. 78.
Soons, supra note 8, p. 156; W

egelein, supra note 9, pp. 78-79.
W

egelein, supra note 9, pp. 81-82, 89-93.

第
五
六
条
一
項
お
よ
び
第
二
四
六
条
五
項
。

Soons, supra note 8, p. 171; W
egelein, supra note 9, pp. 83-87.

Rex J. Zedalis, 

“Military U
ses of the O

cean Space and the D
eveloping International Law

 of the Sea: A
n A

nalysis in 
the Context of Peacetim

e A
SW

,

” San D
iego Law

 R
eview

, V
ol. 16 (1979), p. 585; D

avid Larson and Peter T
arpgaard, 

“Law
 

of the Sea and A
SW

: N
ational Security versus A

rm
s Control,

” Marine Policy, V
ol. 6 (1982), p. 97.

Richard J. M
cLaughlin, 

“Confidential Classification of M
ulti-Beam

 Bathym
etric M

apping in the U
.S. EEZ: Is a N

ew
 

U
.S. M

arine Scientific Research Policy in O
rder?,

” Ocean D
evelopm

ent and International Law
, V

ol. 19 (1988), pp. 6-8.

海
洋
観
測
艦
と
似
た
艦
船
と
し
て
、
音
響
測
定
艦
（
米
軍
で
は
海
洋
監
視
艦
（O

cean Surveillance Ship

）
と
呼
ば
れ
る
）
が
あ
る
。
音

響
測
定
艦
は
、
曳
航
群
列
監
視
シ
ス
テ
ム
（Surveillance T

ow
ed A

rray Sensor System
: SU

RT
A

SS

（
サ
ー
タ
ス
））
に
よ
り
潜
水
艦
を

探
知
・
追
跡
す
る
こ
と
な
ど
を
任
務
と
す
る
艦
船
で
あ
る
。
我
が
国
海
上
自
衛
隊
で
は
「
ひ
び
き
（A

O
S-5201

）」
や
「
は
り
ま
（A

O
S-

5202

）」
が
、
米
国
で
はU

SN
S Im

peccable

（T
-A

GO
S 23

）
やU

SN
S V

ictorious
（T

-A
GO

S 19

）
な
ど
が
こ
れ
に
当
た
る
。
音
響
測
定

（
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）
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）
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艦
に
よ
る
潜
水
艦
の
探
知
・
追
跡
活
動
の
こ
と
を
「
監
視
活
動
（surveillance activity

）」
と
呼
び
、
軍
事
調
査
と
は
区
別
し
て
考
え
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。Jonathan G. O

dom
, 

“The T
rue ʻLiesʼ of the Im

peccable Incident: W
hat Really H

appened, W
ho D

isregarded 
International Law

, and W
hy Every N

ation (O
utside of China) Should be Concerned,

” Michigan State Journal of Internation-
al Law

, V
ol. 18 (2010), p. 412.

M
ilitary Sealift Com

m
and, 

“Ship Inventory: O
ceanographic Survey Ships,

” http://w
w

w
.m

sc.navy.m
il/inventory/ships.

asp?ship=135 (accessed 20 Septem
ber 2016).

Royal N
avy, 

“The Equipm
ent: Ships: Survey: Ice Patrol and Survey,

” http://w
w

w
.royalnavy.m

od.uk/the-equipm
ent/

ships/survey/ice-patrol-and-survey (accessed 20 Septem
ber 2016).

海
上
自
衛
隊
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
：
海
洋
観
測
艦
」http://w

w
w

.m
od.go.jp/m

sdf/form
al/gallery/ships/ags/index.htm

l (accessed 
20 Septem

ber 2016).

例
え
ば
、
我
が
国
海
上
自
衛
隊
の
海
洋
観
測
艦
は
「
軍
艦
」
の
定
義
を
満
た
し
て
い
る
の
に
対
し
、
米
国
Ｍ
Ｓ
Ｃ
の
海
洋
観
測
艦
は
「
軍

艦
」
の
定
義
を
満
た
し
て
い
な
い
（
具
体
的
に
は
、
軍
艦
旗
を
掲
げ
て
お
ら
ず
、「［
軍
艦
］
で
あ
る
こ
と
を
示
す
外
部
標
識
を
掲
げ
」（
海
洋
法

条
約
第
二
九
条
）
と
い
う
要
件
を
欠
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）。
真
山
全
「
軍
艦
の
定
義
」『
海
洋
法
・
海
事
法
判
例
研
究
』
第
二
号
（
日
本
海
洋

協
会
、
一
九
九
一
年
）
五
七
─
五
九
頁
参
照
。

第
九
六
条
。
こ
の
規
定
は
、
第
五
八
条
二
項
に
よ
り
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
も
適
用
さ
れ
る
。

Raul (Pete) Pedrozo, 

“Preserving N
avigational Rights and Freedom

s: T
he Right to Conduct M

ilitary A
ctivities in 

Chinaʼs Exclusive Econom
ic Zone,

” Chinese Journal of International Law
, V

ol. 9 (2010), p. 14.
Roach, supra note 10, p. 175; X

ue, supra note 9, p. 218; Pedrozo, supra note 29, p. 22.
W

egelein, supra note 9, p. 20.

前
掲
注
（
30
）
に
挙
げ
た
文
献
を
参
照
。

E.g., Bernard H
. O

xm
an, 

“The Regim
e of W

arships under the U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea,

” Vir-
ginia Journal of International Law

, V
ol. 24 (1984), pp. 844-847; J. A

shley Roach and Robert W
. Sm

ith, U
nited States R

e-
sponses to E

xcessive M
aritim

e Claim
s, 2nd ed. (T

he H
ague: M

artinus N
ijhoff, 1996), pp. 425-449; M

oritaka H
ayashi, 

“Mili-
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tary and Intelligence Gathering A
ctivities in the EEZ: D

efinition of K
ey T

erm
s,

” Marine Policy, V
ol. 29 (2005), pp. 130-131; 

J. A
shley Roach 

“Defining Scientific Research: M
arine D

ata Collection,

” in Law
, Science and O

cean M
anagem

ent, ed. M
y-

ron H
. N

ordquist, Ronán Long, T
hom

as H
. H

eidar, and John N
orton M

oore (Leiden: M
artinus N

ijhoff Publishers, 2007), pp. 
548-549; Batem

an, supra note 9, pp. 114-117, 126-127; Raul (Pete) Pedrozo, 

“Military A
ctivities in and over the Exclusive 

Econom
ic Zone,

” in N
ordquist, K

oh and M
oore, supra note 9, pp. 245-246; Roach, supra note 10, pp. 171-208; Pedrozo, supra 

note 29, pp. 9-29; Raul (Pete) Pedrozo, 

“Reeponding to M
s. Zhangʼs T

alking Points on the EEZ,

” Chinese Journal of Interna-
tional Law

, V
ol. 10 (2011), pp. 217-218; Jam

es K
raska and Raul Pedrozo, International M

aritim
e Security Law

 (Leiden: 
M

artinus N
ijhoff Publishers, 2013), pp. 285-288; 

西
村
弓
「
海
洋
調
査
に
対
す
る
沿
岸
国
管
轄
権
」『
海
洋
法
の
執
行
と
適
用
を
め
ぐ
る
国

際
紛
争
事
例
研
究
（
海
上
保
安
体
制
調
査
研
究
委
員
会
報
告
書
）』（
海
上
保
安
協
会
、
二
〇
〇
八
年
）
八
二
─
八
三
頁
、
小
寺
彰
「
領
海
外
沿
岸

海
域
に
お
け
る
執
行
措
置
：
接
続
水
域
・
排
他
的
経
済
水
域
・
大
陸
棚
に
お
け
る
沿
岸
国
権
限
と
そ
の
根
拠
」
山
本
草
二
編
集
代
表
『
海
上
保
安

法
制
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
一
六
七
、 

一
七
〇
頁
。
な
お
、
本
稿
注
（
67
）
に
挙
げ
る
小
寺
彰
の
二
〇
一
〇
年
論
文
も
参
照
。

E.g., Ren X
iaofeng and Cheng X

izhong, 

“A Chinese Perspective,

” M
arine Policy, V

ol. 29 (2005), pp. 139-146; Zhang 
H

aiw
en, 

“The Conflict betw
een Jurisdiction of Coastal States on M

SR in EEZ and M
ilitary Survey,

” in R
ecent D

evelop-
m

ents in the Law
 of the Sea and China, ed. M

yron H
. N

ordquist, John N
orton M

oore, and K
uen-Chen Fu (Leiden: M

artinus 
N

ijhoff Publishers, 2006), pp. 317-331; Zhiguo Gao, 

“China and the Law
 of the Sea,

” in N
ordquist, K

oh, and M
oore, supra 

note 9, pp. 288-295; X
ue, supra note 9, pp. 209-225; Zhang H

aiw
en, 

“Is It Safeguarding the Freedom
 of N

avigation or M
ari-

tim
e H

egem
ony of the U

nited States?: Com
m

ents on Raul (Pete) Pedrozoʼs A
rticle on M

ilitary A
ctivities in the EEZ,

” Chi-
nese Journal of International Law

, V
ol. 9 (2010), pp. 31-47.

確
定
的
な
結
論
を
出
し
て
は
い
な
い
が
、
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
軍
事
調
査

を
区
別
す
る
こ
と
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
、
長
岡
憲
二
「
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
るM

ilitary Survey

に
関
す
る
一
考
察
：
国
連
海
洋
法

条
約
第
一
三
部
に
お
け
る
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
」『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
第
五
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
三
八
─

一
六
六
頁
。

E.g., Roach and Sm
ith, supra note 33, p. 446; Pedrozo, supra note 29, p. 11.

森
田
章
夫
「
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
『
軍
事
調
査
』
の
位
置
づ
け
：
排
他
的
経
済
水
域
・
大
陸
棚
に
お
け
る
『
軍
事
調
査
』
の
法
的
規

（
34
）

（
35
）

（
36
）
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制
の
検
討
」『
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
海
洋
法
上
の
問
題
点
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）
三
一
頁
。

軍
事
調
査
に
関
す
る
米
国
の
立
場
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
真
山
全
「
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
軍
事
的
調
査
：
米
国
の
立
場
の
検

討
」『
海
洋
の
科
学
的
調
査
と
海
洋
法
上
の
問
題
点
』（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
九
年
）
三
四
─
四
一
頁
。

Sally J. Cum
m

ins and D
avid P. Stew

art, eds., D
igest of U

nited States Practice in International Law
 2001(W

ashington, 
D

. C., 2002), pp. 698-699.
Sally J. Cum

m
ins, ed., D

igest of U
nited States Practice in International Law

 2007 (W
ashington D

. C., 2008), p. 649.
Sam

 Batem
an, 

“Hydrographic Surveying in the EEZ: D
ifferences and O

verlaps w
ith M

arine Scientific Research,

” M
a-

rine Policy, V
ol. 29 (2005), pp. 164, 173.

George V
. Galdorisi and A

lan G. K
aufm

an, 

“Military A
ctivities in the Exclusive Econom

ic Zone: Preventing U
ncer-

tainty and D
efusing Conflict,

” California W
estern International Law

 Journal, V
ol. 32 (2001), pp. 294-295.

国
家
海
洋
局
「
中
華
人
民
共
和
国
渉
外
海
洋
科
学
研
究
管
理
規
定
」http://w

w
w

.soa.gov.cn/zw
gk/fw

jgw
yw

j/shxzfg/201211/
t20121105_5233.htm

l (accessed 20 Septem
ber 2016).

本
法
に
つ
い
て
は
、
榎
孝
浩
「
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
海
洋
の

科
学
的
調
査
：
我
が
国
の
取
組
み
状
況
と
諸
外
国
の
法
制
度
」
国
立
国
会
図
書
館
『
調
査
報
告
書
：
海
洋
開
発
を
め
ぐ
る
諸
相
』（
二
〇
一
三

年
）
一
四
三
─
一
四
五
頁
も
参
照
。

国
家
海
洋
局, 

“Regulations of the Peopleʼs Republic of China on the M
anagem

ent of foreign-related M
arine Scientific,

” 
http://w

w
w

.soa.gov.cn/bm
zz/jgbm

zz2/zcfzydyqys/201211/t20121109_13851.htm
l (accessed 20 Septem

ber 2016).
Zou K

eyuan, 

“Law
 of the Sea Issues betw

een the U
nited States and East A

sian States,

” Ocean D
evelopm

ent and In-
ternational Law

, V
ol. 39 (2008), p. 79.

な
お
、U

SN
S Bow

ditch
は
当
初
、
中
国
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
に
お
い
て
調
査
活
動
を
行
う
こ
と
に
つ
き
中
国

当
局
に
許
可
を
求
め
た
が
、
中
国
当
局
が
こ
れ
を
許
可
し
な
か
っ
た
と
の
情
報
も
あ
る
（ibid.

）。

“The T
erritorial W

aters, Continental Shelf, Exclusive Econom
ic Zone and other M

aritim
e Zones A

ct, 1976,

” in N
ation-

al Legislation and T
reaties relating to the Law

 of the Sea (N
ew

 Y
ork: U

nited N
ations, 1980), p. 56.

例
え
ば
、
米
国
政
府
は
、「
い
か
な
る
調
査
」
の
語
に
は
軍
事
調
査
も
含
ま
れ
て
い
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
同
法
が
海
洋
法
条
約
に
適
合

し
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
イ
ン
ド
政
府
に
抗
議
し
た
。Cum

m
ins, supra note 39, p. 649.

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）
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Galdorisi and K
aufm

an, supra note 41, p. 294.

ペ
ド
ロ
ゾ
に
よ
れ
ば
、
米
国
や
英
国
の
ほ
か
、
ロ
シ
ア
、
日
本
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
南
ア
フ
リ
カ
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
な
ど
も
軍
事
調
査
は
Ｅ
Ｅ

Ｚ
・
大
陸
棚
に
お
い
て
沿
岸
国
の
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
実
施
で
き
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
。Raul (Pete) Pedrozo, 

“Respond-
ing to M

s. Zhangʼs T
alking Points on the EEZ,

” Chinese Journal of International Law
, V

ol. 10 (2010), p. 209.

な
お
、
海
洋
の
科

学
的
調
査
に
関
す
る
各
国
国
内
法
の
う
ち
、
若
干
の
国
の
も
の
は
、
そ
の
規
律
対
象
を
、
単
に
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
と
す
る
の
で
は
な
く
、

「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
調
査
（any kind of research

）」
ま
た
は
「
あ
ら
ゆ
る
性
質
の
科
学
的
調
査
（any m

arine scientific research of 
w

hatever nature
）」
な
ど
と
規
定
し
て
い
る
（
イ
ラ
ン
、
ガ
イ
ア
ナ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
等
）。
長
岡
・
前
掲
注
（
34
）
一
五
五
─
一
五

六
頁
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
国
内
法
が
軍
事
調
査
も
規
制
対
象
に
含
め
る
趣
旨
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
軍
事

調
査
は
“research

”で
は
な
く
“survey

”の
一
種
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

長
岡
・
前
掲
注
（
34
）
一
四
七
─
一
五
四
頁
。

John A
. K

nauss, 

“Developm
ent of the Freedom

 of Scientific Research Issue of the T
hird Law

 of the Sea Conference,

” 
O

cean D
evelopm

ent and International Law
, V

ol. 1 (1973), pp. 94-96, 105-106.
Soons, supra note 8, p. 32.
A

/CO
N

F.62/C.3/SR.7, in O
fficial R

ecords of the T
hird U

nited N
ations Conference on the Law

 of the Sea, V
ol. 2 (1975), 

p. 340, para. 61; A
/CO

N
F.62/C.3/SR.7, in ibid., p. 351, para. 50.

第
二
四
六
条
五
項
各
号
の
列
挙
は
限
定
列
挙
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。M

yron H
. N

ordquist, ed., U
nited N

ations Convention on the 
Law

 of the Sea 1982: A
 Com

m
entary, V

ol. 4 (D
ordrecht: M

artinus N
ijhoff Publishers, 1990), p. 518.

A
nnick de M

arffy, 

“Marine Scientific Research,

” in A
 H

andbook on the N
ew

 Law
 of the Sea, ed. René-Jean D

upuy and 
D

aniel V
ignes, V

ol. 2 (D
ordrecht: M

artinus N
ijhoff Publishers, 1991), p. 1138.

M
cLaughlin, supra note 22, pp. 1-33.

Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
お
よ
び
大
陸
棚
制
度
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
小
寺
・
前
掲
注
（
33
）
一
五
六
─
一
七
五
頁
。

Soons, supra note 8, p. 31; W
egelein, supra note 9, p. 67.

エ
ー
ゲ
海
大
陸
棚
事
件
（
仮
保
全
措
置
申
請
）
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
は
、

そ
う
し
た
利
益
を
「
天
然
資
源
の
利
用
可
能
性
、
量
お
よ
び
場
所
に
関
す
る
情
報
を
得
る
…
…
［
沿
岸
国
の
］
排
他
的
な
権
利
」
と
表
現
し
た
。

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
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）

（
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）
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つ
ま
り
、「
ギ
リ
シ
ア
の
同
意
な
し
に
そ
う
し
た
情
報
が
取
得
さ
れ
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
資
源
開
発
ラ
イ
セ
ン
ス
の
潜
在
的
購
入
者
と
の

関
係
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
の
交
渉
上
の
立
場
（negotiating position

）
が
侵
害
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
形
成
に
関

わ
る
ギ
リ
シ
ア
の
主
権
的
権
利
が
恒
久
的
に
害
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。A
egean Sea Continental Shelf Case (Greece v. T

urkey), 
Request for the Indication of Interim

 M
easures of Protection, O

rder of 11 Septem
ber 1976, ICJ R

eports 1976, p. 9, para. 
26.

な
お
、
仮
保
全
措
置
の
指
示
を
要
請
さ
れ
た
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
仮
に
ギ
リ
シ
ア
の
主
張
が
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
後
に
「
適
切
な

手
段
に
よ
り
回
復
可
能
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
償
い
得
な
い
侵
害
」
が
存
在
し
な
い
と
し
て
、
仮
保
全
措
置
を
指
示
し
な
か
っ
た
。Ibid., p. 

11, para. 33.
D

avid L. Larson, 

“Security Issues and the Law
 of the Sea: A

 General Fram
ew

ork,

” Ocean D
evelopm

ent and Interna-
tional Law

, V
ol. 15 (1985), pp. 126-127; 

小
寺
・
前
掲
注
（
33
）
一
六
七
─
一
六
九
頁
。

Soons, supra note 8, p. 31.
Ibid., pp. 30-31.

沿
岸
国
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
等
に
つ
い
て
主
権
的
権
利
を
有
し
（
第
五
六
条
一
項
ａ
号
）、
生
物
資
源
の
探
査
等
に
つ

い
て
の
主
権
的
権
利
を
行
使
す
る
に
当
た
り
、
海
洋
法
条
約
に
従
っ
て
制
定
す
る
法
令
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
執
行
措
置
を
と
る
こ

と
が
で
き
る
（
第
七
三
条
一
項
）。
ま
た
、
沿
岸
国
は
、
大
陸
棚
の
天
然
資
源
の
探
査
・
開
発
に
つ
い
て
主
権
的
権
利
を
有
す
る
（
第
七
七
条
一

項
）
が
、
そ
の
主
権
的
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
必
要
な
執
行
措
置
に
つ
い
て
の
明
文
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
条
約
起
源
の
制
度
で
あ
る
Ｅ
Ｅ

Ｚ
に
お
い
て
さ
え
執
行
措
置
を
と
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
領
土
の
延
長
と
捉
え
ら
れ
る
大
陸
棚
に
お
い
て
は
、
よ
り
強
い
理
由
に
よ
り
同
様
の
措
置

を
と
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
け
る
調
査
船
の
活
動
が
法
令
違
反
に
よ
っ
て
著
し
い
海
洋
環
境
の
汚
染
を
も
た
ら
し
、
ま
た
は

も
た
ら
す
お
そ
れ
の
あ
る
排
出
を
行
っ
た
場
合
に
も
、
沿
岸
国
は
第
二
二
〇
条
に
基
づ
き
執
行
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、

西
村
・
前
掲
注
（
33
）
八
七
─
九
〇
頁
お
よ
び
小
寺
・
前
掲
注
（
33
）
一
六
九
、
一
七
一
─
一
七
二
頁
を
参
照
。

“Edited T
ranscript of Q

uestion and A
nsw

er Session, Panel II: Scientific Research and H
ydrographic Surveys in the 

EEZ

” (Statem
ent by D

r. Sam
 Batem

an), in N
ordquist, K

oh, and M
oore, supra note 9, pp. 231-232.

E.g., Batem
an, supra note 9, p. 127; Pedrozo, supra note 29, p. 22.

H
eiw

en, supra note 34, p. 38.

た
だ
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
ま
た
は
大
陸
棚
で
沿
岸
国
の
許
可
な
く
行
わ
れ
た
軍
事
調
査
の
結
果
が
公
表
さ
れ
た
り
、

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）

（
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）

（
64
）
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軍
事
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
れ
た
実
例
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
軍
事
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
、
例

外
的
に
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
公
海
上
で
収
集
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。Pedrozo, supra note 

29, p. 22.

仮
に
こ
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
軍
事
調
査
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｅ
Ｚ
お
よ
び
大
陸
棚
沿
岸
国
の
法
益
は
害
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

Elm
ar Rauch, 

“Military U
ses of the O

ceans,

” Germ
an Y

earbook of International Law
, V

ol. 28 (1985), p. 232; Charles E. 
Pirtle, 

“Military U
ses of O

cean Space and the Law
 of the Sea in the N

ew
 M

illenium
,

” Ocean D
evelopm

ent and Internation-
al Law

, V
ol. 31 (2000), p. 9.

こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、O

xm
an, supra note 33, p. 847.

前
掲
注
（
33
）
に
挙
げ
た
諸
文
献
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
け
る
軍
事
調
査
は
第
五
八
条
一
項
に
よ
り
す
べ
て
の
国
が
自
由
に
行
え
る
こ
と
を
認
め

ら
れ
た
活
動
で
あ
る
と
明
示
的
に
述
べ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
こ
と
を
少
な
く
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
例
外
的
に
、
小
寺
彰
は
、
二
〇
一
〇
年
の
論

文
に
お
い
て
、
軍
事
調
査
は
「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」
で
は
な
く
、「
軍
事
調
査
を
国
連
海
洋
法
条
約
上
の
科
学
調
査
に
関
わ
る
個
々
の
規
定
の

適
用
乃
至
類
推
適
用
に
よ
っ
て
処
理
す
る
と
い
う
態
度
は
問
題
の
本
質
を
見
誤
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
一
方
、
第
五
八
条
一
項
に
該
当
す

る
事
項
で
も
な
い
と
指
摘
し
、
軍
事
調
査
に
つ
い
て
は
海
洋
法
条
約
に
「
法
の
欠
缺
」
が
存
在
す
る
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、「
国
連
海
洋
法
条

約
上
の
『
法
の
欠
缺
』
に
対
し
て
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
事
後
の
実
行
や
国
際
慣
習
法
、
さ
ら
に
は
諸
国
の
種
々
の
行
為
に
対
す
る
評
価
（
各

国
措
置
の
対
抗
性
の
有
無
）
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
…
…
国
連
海
洋
法
条
約
五
九
条
に
よ
る
解
決
も
一
策
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
小
寺
彰
「
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
『
軍
事
調
査
』：『
海
洋
科
学
的
調
査
』
と
の
関
係
を
手
が
か
り
に
し
て
」『
平
成
二
一
年
度
海

洋
権
益
の
確
保
に
係
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
（
第
二
号
）』（
海
上
保
安
協
会
、
二
〇
一
〇
年
）
五
五
頁
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、Francisco O

rrego V
icuña, T

he E
xclusive E

conom
ic Zone: R

egim
e and Legal N

ature under In-
ternational Law

 (Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 1989), pp. 35-48

を
参
照
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
東
京
大
学
海
洋
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
・
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
『「
海
洋
科
学
調
査
を
め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
」
に
関
す

る
勉
強
会　

研
究
報
告
書
』（
二
〇
一
一
年
）
に
未
定
稿
と
し
て
掲
載
し
た
報
告
書
「
国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
『
軍
事
調
査
』
の
位

置
：『
海
洋
の
科
学
的
調
査
』
と
の
関
係
」
に
改
訂
を
行
い
確
定
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
65
）

（
66
）

（
67
）

（
68
）




